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テーマ 「出願人・代理人コード」運用廃止のおしらせ 

2014年 9月に、特許庁から下記の連絡がありましたので、お知らせいたします。 

 

１．「出願人・代理人コード」運用廃止について 

 

 特許庁では、旧式（レガシー）システムであるホストコンピュータからオープン系（サーバ系）システ

ムへの移行作業を行っており、2015 年 1 月にシステムを切り替える予定としています。このリリース

に合わせ、昭和 39 年より利用されている、特定の紙手続において「出願人・代理人コード」(4 桁)を

記載する運用を廃止することにしました。 

 なお、この「出願人・代理人コード」は、出願人・代理人に 4 桁のコードを付し氏名・住所の情報及

びその変更履歴を管理している特許庁内のコード情報の１つで、出願人情報等の一括変更の作業

の簡便化のために一部の紙手続において利用されていますが、電子出願の手続に用いられる「識

別番号」（9桁）とは別のコードとなります。 

 

詳細は次ページにあります特許庁発行ペーパーをご確認ください。 

 

以上 

［委員会担当：竹下、片山］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


